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〈今治法人会のご案内〉

１、公益目的事業

　どなたでも参加できますが、参加費用が必要な場合があります。

　具体的には認定された次の事業を実施します。

（１）税知識の普及を目的とする事業

（２）納税意識の高揚を目的とする事業

（３）税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業

（４）地域企業の健全な発展に資する事業

（５）地域社会への貢献を目的とする事業

２、共益事業
公益目的事業以外の会員限定の事業も実施しています。

事業によっては参加費が必要な場合があります。会員になると様々な特典があります。

（１）会員の交流に資するための事業

（２）会員の福利厚生等に資する事業

今治法人会の事業

［法人会の会員］

法人会は税のオピニオンリーダーとして
企業の発展を支援し
地域の振興に寄与し

国と社会の繁栄に貢献する
経営者の団体である

〈法人会の理念〉

今治法人会は、納税意識の高揚と企業経営・社会の健全な発展に貢献することを目的に、
昭和33年に任意団体として設立以来、昭和51年に社団法人、平成25年に公益社団法人となっ
た納税協力団体です。

　私たちの活動は、今治税務署管内の法人会員、並びに会の目的と事業を賛助するために入会された法人
の事業所・個人会員の方に支えられています。
　又、全国には440の単位法人会があり、70万社の法人企業が加入しています。それぞれの法人会が地域
に欠かせない団体として様々な活動を行っております。

　今治法人会では、会員の皆様の会費及び公益財団法人全国法人会総連合からの助成金等、会員の皆様の
ご支援金により運営を行っており、下記の公益認定事業等を実施しています。
　令和８年３月末の会員数は1,585社です。１社でも多く会員になっていただくことが最終、法人会の事業
目的を達成することに繋がるとして、地域の未加入法人に対する会員勧奨を推進しております。

今治法人会は公益法人認定法に掲げる23の事業の中から、下記の事業を行うことを申請し公益認定を受け
実施しています。

　①　国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業

　②　地域社会の健全な発展を目的とする事業

正 会 員 今治税務署管内〈越智郡上島町及び今治市〉に所在する法人で、本会の目的及び事業に賛同して入
会した者

賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した法人の事業所または個人の方
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〈研修会〉

〈決算期別研修会〉
決算期の留意事項や税法および通達
などの改正についての研修会です。
経営や税務に関する最新の情報をお
伝えし、有益な資料をお渡ししてい
ます。
　（講師：今治税務署法人課
　　　　　　　　　税部門担当官）

〈簿記講座〉　９～ 10月
記帳から決算まで短時間でマスターできる複式
簿記初級コースです。現役の税理士の先生が豊
富な実例を挙げて指導してくださるので実務に
役立つ内容です。

（今治商工会議所共催）

令和７年度は
　９月４日～10月30日（毎週火・木）
　18：30 ～ 20：30　15回の研修でした。

※別途テキスト代が必要です

〈自主点検チェックシート説明会〉　年４回
法人会自主点検チェックシート（国税庁後援）
は、企業自らが自主的に点検することにより、
税務コンプライアンスを向上させ、税務に関す
るリスクの軽減に役立つものです。活用方法に
ついて説明します。
　（講師：今治税務署法人課税部門担当官）

本年度の開催日予定

令和８．６．10（水）

　 ８．19（水）

　 11．４（水）

令和９．１．27（水）

無料

無料

無料

令和８年度の予定です

（順次ホームページでお知らせします https://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/imabari/）

税について理解を深め　仕事に生かしましょう！
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＊やむを得ない事情により、日時・会場が変更になる場合があります。
＊お問い合わせ　 公益社団法人 今治法人会（TEL 0898−31−8191）

〈青年部会・女性部会主催　税務研修会〉　１月
今治税務署管内事業所の青年経営者・女性経営者および従業員を対象に、様々な税をテーマに取り上げ、
税に関する理解と知識を深めるとともに、正しい税知識を身につけるための研修会です。
写真は令和７年度
青年部会：今治税務署　青野税務署長『事業者のデジタル化～経理業務について～』
女性部会：(株)コトナレ代表取締役　田中エリナ氏『女性が働くということ』

〈新設法人研修会〉　１月
会社等を設立されて間もない経営者の皆様を対象に事業の開
始に際しての法人税務上の留意点等について説明します。

（講師：今治税務署法人課税部門担当官、社会保険労務士）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〈経理担当者養成講座〉　11月
経理（実務）担当者の日常業務及び決算業務の
処理に関して必要不可欠な知識を、税理士の先
生をお迎えし、わかりやすく解説していただき
ます。
日常会計実務（注意点）を集中して学べます。

〈年末調整説明会〉　11月
税務署が行っていた「年末調整説明会」は、今
治法人会で開催しております。
法人会では、年末調整事務等の疑問・質問の解
決のお手伝いをします。
　 （講師：今治税務署法人課税部門担当官）

無料無料

無料

無料
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〈研修会・税に関する広報活動〉

【税に関する広報活動】

新成人（今治市内1400人）に、納税義
務や税の役割についての冊子「もっと知
りたい税のこと」（財務省）を配付しま
した。

今年の確定申告の今治税務署窓口での相談・申告書の受
付は令和８年２月16日（月）から３月16日（月）でした。
毎年この時期に女性部会は、今治税務署玄関前に花のプ
ランターを設置しています。

成　人　式 確定申告の広報活動

今治法人会では企業経営に役立つ資料・冊子を無料で配布しています。ぜひご活用下さい。
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〈社会貢献活動〉

平成21年度 江口　　克彦氏 （地域主権型道州制とは何か）
平成22年度 見城　美枝子氏 （21世紀は水と土の時代）
平成23年度 五木　　寛之氏 （いまを生きる力）
平成24年度 岸　　　博幸氏 （政治の混迷と日本経済の展望）
平成25年度 石原　　良純氏 （石原家の家族愛&自然への想い）
平成26年度 伏見　　俊行氏 （朗読劇「未来へ」、中国・アジアでの税務対応）
平成27年度 永濱　　利廣氏 （日本の財政・現状と展望）
平成28年度 須田　慎一郎氏 （いま起こっていることこれから起こること）
平成29年度 長谷川　幸洋氏 （激動する世界　～日本の針路を考える）
平成30年度 池谷　　裕二氏 （AIと脳の未来）
令和元年度 飯田　　泰之氏 （日本経済の今後と地域経済の課題）
（令和２～４年度　コロナウイルス感染症拡大防止のため中止）
令和５年度 兵頭　　慎治氏 （ウクライナ戦争の現状と展望）
令和６年度 河合　　　敦氏 （令和の新札－渋沢栄一、津田梅子、北里柴三郎の話－）

これまでの「税を考える週間講演会」実績

　国税庁が毎年実施している『税を考える週間』に、税の意義や役割について理解を深めていただくため

一般の方も参加していただける講演会を開催しています。

【第１部】「税のはなし」
　　　講師：今治税務署長 青　野　　　広 氏

【第２部】「メディアが伝えない国際情勢・出来事
―日本人が知るべきユダヤ人の影響力―」

　　　講師：ジャーナリスト 大　高　未　貴 氏

令和７年11月25日（火）　今治国際ホテル

令和７年度　税を考える週間講演会を開催しました

本年度も「税を考える週間講演会」（11月）を予定しています。
「地域社会への貢献を目的とする事業」として一般の方にも聴講していただける講演会・セミナーを開
催する予定です。詳細は「今治法人会ホームページ」でご案内いたします。

税を考える週間講演会
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〈租税教室〉

租 税 教 室
　『今治市・越智郡租税教育推進協議会』は今治税務署、今治市・上島町の教育委員会、県市町の税務

関係機関、納税関連団体（四国税理士会今治支部・今治法人会・今治間税会）などで構成された、「租

税教育の推進と充実」を目的に租税教室への講師派遣や副教材の作成などの活動をしている団体です。

今治法人会は協力団体として、今治市や上島町の学校で租税教室の授業を行っています。

〈令和７年度〉中学校７校
今治市立北郷中学校（７月14日） 今治市立日吉中学校（10月１日） 今治市立立花中学校（10月３日）

今治市立玉川中学校（10月９日） 今治市立桜井中学校（10月15日） 今治市立大西中学校（11月26日）

今治市立南中学校（12月４日）
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〈令和７年度〉小学校13校
今治市立乃万小学校（５月29日） 今治市立桜井小学校（６月３日） 今治市立近見小学校（６月５日）

今治市立富田小学校（６月９日） 今治市立立花小学校（６月13日） 今治市立日高小学校（６月16日）

今治市立常盤小学校（６月17日） 今治市立鳥生小学校（６月19日） 今治市立伯方小学校（６月26日）

今治市立国分小学校（７月３日） 今治市立吉海小学校（７月16日） 今治市立波方小学校（７月17日）

今治市立朝倉小学校（11月27日）
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〈親子税金教室〉

令和８年１月24日　今治国際ホテル

今治法人会が夏休みに募集した「第18回小学生の税に関する作文」（小学６年生対象）の入選者の表彰
式です。今治税務署長・今治市長・各納税団体の代表より受賞者へ表彰状と記念品が授与されました。

ご家族や来場者から盛大な拍手が送られ笑顔あふれる式となりました。

◆◆ 第18回小学生の税に関する作文　入選者表彰式 ◆◆

小学生の税に関する作文表彰式・親子税金教室
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◆◆ 親  子 税 金 教 室 ◆◆
表彰式終了後、「親子税金教室」を行いました。

『税務署をあらわす地図記号は』『オリンピックの報奨金には税金はかかるか』『小学生一人にどのくら

い税金が使われているか』など、身近な税の問題にとても盛り上がりました。

税金について考え興味を持っていただけたと思います。

税の作文優秀校（学校賞）

【最優秀校】

日高小学校

【優秀校】

近見小学校　　乃万小学校

立花小学校　　伯方小学校

富田小学校　　上浦小学校

清水小学校　　

「小学生の税に関する作文表彰式・親子税金教室」の様子は、今治CATVでニュースとして放送され
ました。広く市民の皆さんにもご紹介することができました。
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〈コラム〉

　「３０１０（さんまるいちまる）運動」って聞いたことがありますか？　宴会の食べ残しを減らすための運
動で、乾杯の後30分間は席を立たずに料理を楽しみましょう、お開きの10分前には自分の席に戻って料理を
楽しみましょう、というものです。
　３０１０運動は、長野県松本市で始まりました。宴会での食べ残しが多いことを憂いた市長が、市役所の中
で、宴会が始まってからの30分間は席について料理を食べよう、と提案した「３０（さんまる）運動」が始
まりでした。長野県では乾杯の後、すぐにお酌にまわってしまうことが多いそうです。せっかくだから市民に
も呼びかけようと、最後の10分間も足して「３０１０運動」と名付けました。
　これが評判になって他の自治体にも広がり、今では環境省の公式サイトに３０１０運動を啓発するための
ツールがダウンロードできるようになっています。私も三角柱のＰＯＰは何十回もダウンロードして印刷し、
画用紙に貼ってＰＯＰを作り、いろんな人に渡しました。仲間うちの飲み会でも、これをテーブルに置いてお
くと効果があります。
　ご存じの方もいらっしゃると思いますが、法人会の女性部会も食品ロス削減に積極的に取り組んでいて、つ
い最近、啓発ツールとして三角柱ＰＯＰを作りました。法人会の宴会や懇親会は、会員どうしで交流するのが
主な目的であることや、立食形式も多いことから、時間を「15分・10分」と、「３０１０」より短めに設定し
たそうです。三角柱ＰＯＰは法人会事務局に頼めばもらえるそうですので、お勤め先の宴会などでの活用も、
ぜひ検討してみましょう。
　京都市は、宴会の時、お開きの前に幹事が「料理を食べ切りましょう」と声がけした場合と、声がけしなかっ
た場合とで、どれくらい食べ残しの量が違うか、実証実験をおこないました。その結果、声がけすることで食
べ残しが４分の１まで減ることがわかりました。声をかけるだけならお金はかかりませんね。
　立食パーティーの時には、用意する料理の量を参加者の７がけくらいにするとよいと言われます。先日、大
学の立食パーティーに参加したところ、お開きの前になっても料理がたくさん残っていました。一緒に参加し
ていた男性に「もったいないですね」と話しかけたところ、その方も別のイベントで毎回、宴会の食べ残しを
減らすのに苦慮しているとのことでした。その方は弁護士で、イベントの参加者は高齢男性が多く、参加者の
７がけにしても余るし、つまんで食べられるフィンガーフードにしても余るし、どうしたらいいかと悩んでい
ました。日本の場合は名刺交換の機会も多く、乾杯の時にはグラスを手に持ち、その上、お皿とフォークまで
一度に持つことができないので、どうしても余ってしまいがちかもしれません。思い切って、料理の量はぐん
と少なく抑えてもいいのかもしれませんね。イタリアの街、トリエステで入ったレストランでは、パンは最初
から茶色い紙袋に入ってテーブルに置かれていました。おなかがいっぱいだったらそのまま持ち帰りできます。
　日本では、環境省の主催で食べ残しを持ち帰るドギーバッグの愛称コンテストが実施され、ｍｏｔｔＥＣＯ
（モッテコ）に決まりました。「持って帰ろう」と「もっとエコ」のメッセージが込められています。環境省の
公式サイトではｍｏｔｔＥＣＯをダウンロードすることもできます。
　宴会の幹事になった方は、３０１０の啓発ツールやｍｏｔｔＥＣＯを準備してみるのはいかがでしょうか。

＜参考情報＞
『3010運動普及啓発用三角柱ＰＯＰダウンロード（環境省）』
https://www.env.go.jp/recycle/food/3010pop.html

『mottECO（モッテコ）ダウンロード（環境省）』
https://www.env.go.jp/recycle/food/motteco.html

【筆者紹介】井出留美（いで・るみ）　奈良女子大学食物学科卒、博士（栄養学/女子栄養大学大学院）、修士（農
学/東京大学大学院農学生命科学研究科）。ライオン、青年海外協力隊（ＪＩＣＡ）、日本ケロッグ広報室長等歴任。
東日本大震災食料支援での廃棄に衝撃を受け、㈱ｏｆｆｉｃｅ ３．１１を設立。食品ロス削減推進法成立に協
力した。『賞味期限のウソ』（幻冬舎新書）、『捨てないパン屋の挑戦』（あかね書房）など著書多数。

宴会の食べ残しをなくす３０１０（さんまるいちまる）運動
食品ロス問題ジャーナリスト　井　出　留　美

ColumnColumn コラムコラム
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〈今治歴史散歩〉

今治の埋もれた、魅力ある歴史文化を紹介するコーナーです。第39回は、小
お

部
べ

湾に

所在する２基の海中鳥居を紹介し、その周辺地区のこぼれ話を歴史散歩したいと思

います。

●歴史地理的にみた小
お
部
べ
湾

　高縄半島の先端・今治市波方町の西部に位置

する集落が小部地区で、これに臨む同町宮崎地

区と大西町九
く

王
おう

地区に囲まれた入り江が小部湾

となります。明治30年代に来島海峡に３つの航

路標識「中渡島灯台」「コノ瀬灯標」「大浜灯台」

が整備されるまでは、夜間航行を危険と感じる

外国籍の軍艦はここを錨
びょうはく

泊地
ち

としたことでも知

られています。夕陽が美しい鴨池海岸もこの中

にあり、沖には斎
いつきなだ

灘が広がっています。

　ここに漁村集落が形成されたのは、江戸時代

初期に加藤嘉
よし

明
あき

が家臣の木村新兵衛に小部湾周

辺の漁業権を与えたことに始まります。新兵衛は淡路島出身で、豊臣政権下の文禄・慶長の役では水軍として

活躍。同地区に木村姓が多いのは、その開拓の祖・新兵衛にあやかってのことのようです。藩政時代は松山領

最大のイリコの上納高を誇り、請負人の菊川長五郎は藩から褒状を賜っています。

●御崎神社のヤマモモのこみち

　宮崎の地名は、平安時代の史料『三代実録』

に登場します。そこには宮崎村を拠点とする海

賊が、867年に周辺海域を通航する船の積み荷

を奪うなどの行為が記され、当時の朝廷は取締

りに手を焼いています。来島海峡の地の利を考

えると、都向けの年貢や特産物が略奪されたの

でしょう。

　その宮崎地区の氏神が御崎神社で、眺望のき

いた烏
からすばな

鼻の丘陵上にあり、斎灘をにらむように

立地しています。かつては牛馬の神様として、

近郷村々の農家から信仰されました。麓の集落

第39回　小部湾の海中鳥居　～御崎神社と龍神社～

今治歴史散歩

御崎神社の一の鳥居（波方町宮崎地区）

御崎神社のヤマモモのこみち（2025年５月撮影）

大　成　経　凡
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から社殿までは500ｍほどの参道が延び、鳥居

は全部で３基あります。一の鳥居は海中にあっ

て、刻まれた銘文から、大正14（1925）年１月

15日に米国在留の三宅岩吉が帰朝記念に造立し

たことが分かります。同地区には三宅姓と丹下

姓が多いことから、岩吉が異国で財をなし、故

郷に錦を飾ったことがうかがえます。

　この海中鳥居から社殿まで、現在は舗装され

た県道が三の鳥居まで延びています。一方、未

舗装の参道入口付近には、天保９（1838）年に

九王村の石工・村田豊助が手がけた狛犬が参詣

者を出迎えてくれます。参道にはヤマモモの叢
そう

林
りん

が形成され、まるでジブリ映画〝トトロの森〟

のような幻想的光景です。梅雨時期、たわわに実った果実が参道を赤く染めます。

　解説板によると、同所にヤマモモの樹が多いのは、その樹皮が漁網になくてはならない染料だったことに由

来します。海岸で煮て網を染め上げ、砂浜で乾燥させて使用されました。氏神様の分け御
み

霊
たま

が網に宿ることで、

豊漁祈願につながったのでしょう。

●九王龍神社の獅子舞芸能

　九王の地名の由来は、一説に神武天皇東征の神話が関係するともいわれています。荒天による海難を避けよ

うと一行は同所に船を着け、龍神を祀ったところ時
し け

化は鎮まったようです。後に、その八
はちだいりゅうおう

大龍王（八柱の龍神

の総称）に神武天皇を加えた九つの王を祀ることからそう名づけられたとか。『三代実録』には、870年に朝

廷から同社へ官位が授けられたことが記され、後に雨乞いの祈祷所として信仰を集めたようです。そんな九王

地区発展の基礎は、江戸時代初期に同所へ移り住んだ安芸の浪人・檜垣五郎右衛門の新田開発に始まります。

　今日の九王龍神社は、獅子舞芸能の演目「船上の継ぎ獅子」が有名です。これは、５月第３日曜の祭礼の中

で披露されます。宮出しをした神輿が船で対岸へ渡
と

御
ぎょ

する間、海上をお供しながら船上で立ち芸を演じるので

す。そのルート上に海中鳥居は立ち、明治33（1900）年に造立されたことが銘に刻まれています。

　船上の継ぎ獅子は、九王の海岸から観賞でき

ます。そこはかつて当地方有数の海水浴場で賑

わいました。その影響で昭和36 ～ 41（1961 ～

66）年の夏季に限り、国鉄波方駅と大西駅の

間には臨時の九王駅が地蔵堂前に開設されまし

た。気動車（ディーゼル車）が１日12本停車し

たようで、ちょうど車両が蒸気機関車から気動

車に移行する時期でもありました。

　昭和35（1960）年３月１日に開業した波方駅

は気動車対応の駅で、同じ日、波
な

方
がた

村から波
なみ

方
かた

町に町制施行がなされ、地名の呼称が変わりま

した。

龍神社の海中鳥居（2025年５月／日浅敬治氏撮影)

船上の継ぎ獅子（2025年５月／日浅敬治氏撮影)



14

〈税務署からのお知らせ〉



15



16

〈税務署からのお知らせ〉
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〈愛媛県からのお知らせ〉 <愛媛県からのお知らせ>  

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  
  

  

  

  
      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                

ＱＱ１１  他他人人にに譲譲っったた自自動動車車のの自自動動車車税税納納税税

通通知知書書（（以以下下「「納納税税通通知知書書」」））がが届届いいたた

ののでですすがが？？ 

ＱＱ２２  車車検検がが切切れれてていいるる自自動動車車ににもも税税金金はは

かかかかるるののでですすかか？？ 

ＱＱ３３  納納期期限限をを過過ぎぎたたららどどううななるるののでですすかか？？ 

ＡＡ  運輸支局で抹消登録の手続きをしないと、いつまで
も自動車税がかかります。抹消登録をすると、翌月

以降の税金が月割りで還付されます。 

ＡＡ  納期限を過ぎますと、納める税額のほかに原則と
して延滞金がかかります。納付に応じていただけ

ない場合は、地方税法に基づき差押等の厳正な滞

納処分を行うこととなりますので、十分注意して

ください。 

ＡＡ  住民票を移しただけでは、納税通知書の住所は変わ
りません。納税通知書は、原則として車検証の住所   

地に送付されますので、運輸支局で住所変更（変更 

登録）の手続きをしてください。 

なお、個人名義の普通自動車に限り、一時的に納税

通知書の送付先変更を希望される場合は、県地方

局に連絡していただくか、インターネットによる

電子申請をお願いします。 

     ※納税通知書の送付先変更に関する県のＨＰ 
https://www.pref.ehime.jp/page/1652.html 

ＱＱ４４  納納税税通通知知書書がが届届かかなないいののでですすがが？？ 

自自動動車車税税ののＱＱ＆＆ＡＡ  

ＡＡ  自動車税は、４月１日現在の所有者がその年度分
を全額納めることになります。３月３１日までに

名義変更されていないと翌年度も課税されますの

で、運輸支局で移転登録をしてください。 

手手ののひひらら県県庁庁（（ええひひめめ電電子子申申請請シシスステテムム））ササーービビスス開開始始！！  

 インターネットやスマートフォンを使用して、夜間・土日・休日でも住所変更の届出が可能になりました。 

えひめ電子申請システム（手のひら県庁） https://apply.e-tumo.jp/pref-ehime-u/offer/offerList_initDisplay.action 

令令和和８８年年度度のの  自自動動車車税税のの  納納期期限限  はは  

令令和和８８年年  ６６月月１１日日  ((月月))  でですす！！  

ＱＱ５５  税税額額がが昨昨年年度度よよりり上上ががっってていいるるののでですす

がが？？ 

ＡＡ  グリーン化税制により、環境にやさしい自動車の
開発・普及を促進するため、排出ガス・燃費性能の

優れた環境負荷の小さい自動車は税負担が軽くな

る一方、新車新規登録から一定年数を経過した自

動車は税負担が重くなっています。 

 

愛媛県イメージアップキャラクター みきゃん 愛媛県 こみきゃん 

納期限までに 

忘れずに納付 

してください！ 
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１．クレジットカード及びインターネットバンキングによる納付 
パソコンやスマートフォン等からクレジットカード又はインターネットバンキングで納付ができます。 

 「地方税お支払サイト」から納付書表面に印刷されている eL-QR（地方税統一QR コード）を読み込み、画面
表示に従ってお手続きください。 

※eL-QR（地方税統一QR コード）が印刷されている納付書のみ利用可能です。（期限を経過した納付書は除く） 
  ※クレジットカードは納付金額に応じて手数料が発生します。インターネットバンキングは利用する金融機関によっては手数

料が発生する場合があります。 
                           「地方税お支払サイト」はこちら ⇒ 

 

２．スマートフォン決済アプリによる納付 
利用したい決済アプリを起動し、納付書表面に印刷されている eL-QR（地方税統一QRコード）を読み込んで

ください。 
※利用できるアプリは、地方税お支払いサイトのスマートフォン決済アプリ一覧をご確認ください。（『地方税 スマホ』で検索） 

 ※手数料はかかりませんが、アプリのインストールや利用時にかかる通信料は利用者のご負担となります。 
  ※eL-QR（地方税統一QR コード）が印刷されている納付書のみ利用可能です。（期限を経過した納付書は除く） 
 

３．口座振替による納付 
口座振替をご希望の方は、金融機関等に備えております「口座振替納付届」によりお申し込みください。 
令和 9 年１月末までに申し込んだ場合、令令和和 99年年度度分分かからら口座振替での納付になります。 

 

注意事項 
・口座振替による納付手続きをされている方は、上記１及び２での納付はご利用できません。 
・自動車税の納付確認の電子化により、車検を受ける際は、納税証明書の提示が省略できることから、上上記記１１～～３３のの方方
法法でで納納付付ししたた場場合合、、領領収収書書やや車車検検用用のの納納税税証証明明書書はは送送付付さされれまませせんん。。なお、納付確認ができるまでに３週間程度かか
りますので、納付後すぐに車検を受ける必要がある方は、納税通知書を使って金融機関等の窓口やコンビニエンスス
トアで納付いただき、受領した納税証明書を車検時に提示してください。  

 

詳しくは愛媛県のホームページ又は地方税お支払サイトをご覧ください 
・県税の納付方法について https://www.pref.ehime.jp/page/1630.html 
・クレジットカード及びインターネットバンキング納付 https://www.payment.eltax.lta.go.jp/pbuser?id=howto 
・スマートフォン決済アプリ https://www.payment.eltax.lta.go.jp/pbuser?id=payment_application 
・口座振替 http://www.pref.ehime.jp/page/1631.html 

自動車税の納付がより便利に！ 

～いつでも・どこでも・かんたんに～ 

【お問い合わせ先】 
 

○自動車税に関すること                 ○登録時の自動車税申告に関すること     
東予地方局 課税課 ☎０８９７－５６－１３００     運輸支局駐在 県税窓口 ☎０８9－９５７－６６２１ 

 
○納付及び納税証明書に関すること              ○自動車の登録等に関すること 
今治支局 税務室   ☎０８９８－２３－２５００       愛媛運輸支局    ☎０５０－５５４０－２０７６ 

 
※軽自動車税については、市役所又は町役場へお問い合わせください。 

※QR コードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。 

愛媛県 

ダークみきゃん 

愛媛県 

こみきゃん 
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〈今治市からのお知らせ〉

年度

税目

令和４年度 令和５年度 令和６年度

収入済額 収納率 収入済額 収納率 収入済額 収納率

個人市民税 6,903,779 98.25% 6,755,846 98.06% 6,464,172 97.99%

法人市民税 2,793,569 99.55% 2,594,499 99.50% 3,721,414 99.62%

固定資産税 10,190,818 98.24% 10,200,562 98.20% 10,102,773 98.26%

軽自動車税 625,691 96.96% 637,189 96.98% 656,657 97.17%

市たばこ税 1,088,859 99.997% 1,082,118 100.00% 1,057,263 100.00%

入 湯 税 7,182 100.00% 7,767 100.00% 10,621 100.00%

一般市税計 21,609,898 98.46% 21,277,981 98.36% 22,012,900 98.46%

現年課税分 21,509,532 99.37% 21,183,375 99.36% 21,899,698 99.41%

滞納繰越分 100,366 33.23% 94,606 30.30% 113,202 34.48%

個人市民税調定額
（単位：千円）

今治市市税徴収状況
（単位：千円）

法人市民税調定額
（単位：千円）

（固定資産税には国有資産等所在地交付金、軽自動車税には環境性能割を含む）
※端数処理の関係上、合計と一致しないことがあります。

課税状況調（各年７月１日現在）による

区分

年度

均等割のみを納めるもの 均等割と所得割を納めるもの

納税義務者数（人） 均等割額 納税義務者数（人） 均等割額 所得割額

令和４年度 8,763 30,671 61,670 215,846 6,576,133

令和５年度 8,441 29,544 61,739 216,086 6,437,262

令和６年度 13,588 40,764 57,751 173,253 6,144,529

令和７年度 8,161 24,483 64,379 193,137 7,066,720

年　　　度 申告件数（件） 法人税割 均等割 合　計

令和４年度 6,079 2,286,501 511,017 2,797,518

令和５年度 6,136 2,086,418 509,290 2,595,708

令和６年度 6,069 3,213,665 509,602 3,723,267

今治市の市税賦課徴収状況

固定資産税調定額
（単位：千円）

（上記には国有資産等所在地交付金は含まない。令和７年度分は10月末現在）

年度 土地 家屋 償却資産 合　計

令和４年度 2,986,714 4,268,025 1,973,240 9,227,979

令和５年度 2,950,635 4,426,945 1,938,338 9,315,918

令和６年度 2,917,933 4,386,781 1,962,454 9,267,168

令和７年度 2,913,920 4,498,231 1,972,291 9,384,442
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「ふるさと納税今治」の状況

今治市への「ふるさと納税」寄付状況

　今治市の市税の徴収状況および主な税の調定額の推移は以上のとおりです。令和６年度の税収については、増

収となりました。主な要因は、定額減税の影響により、個人住民税が減収になったものの、海運業等の好調な企

業実績を背景に、法人市民税が大幅に増収になったことによるものです。

　市税についてのより詳しい内容は今治市市民税課ホームページに「市税概要」を掲載しておりますので、そちらをご覧

ください。

　市税のお支払いに関すること　　　　　　　　　　　　　　納税課　　0898-36-1512
　固定資産税の課税に関すること　　　　　　　　　　　　　資産税課　0898-36-1511
　住民税・軽自動車税その他市税の課税に関すること　　　　市民税課　0898-36-1510

　ふるさと納税に関すること　　　　　　　　　　　　　　　i.i.imabari!推進課　0898-36-1554

軽自動車税（種別割）課税状況
（単位：千円）

（各年度４月１日現在）※端数処理の関係上、合計と一致しないことがあります。

年度

区分

令和５年度 令和６年度 令和７年度

課税台数（台） 調定額 課税台数（台） 調定額 課税台数（台） 調定額

原動機付自転車 15,891 33,444 15,533 32,784 15,223 32,210

軽 自 動 車 66,070 574,562 65,878 583,803 65,705 592,460

小 型 特 殊 1,015 4,288 1,049 4,376 1,062 4,400

二輪の小型自動車 1,950 11,700 1,969 11,814 2,053 12,318

合　　計 84,926 623,993 84,429 632,778 84,043 641,388

市たばこ税調定額

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

売 渡 本 数　　（本） 164,429,327 166,187,318 165,158,432 161,364,909

調　定　額　（千円） 1,037,096 1,088,859 1,082,118 1,057,262

入湯税調定額

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

人　　　数　　（人） 30,605 47,880 51,783 70,810

調　定　額　（千円） 4,591 7,182 7,767 10,621

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

件　　　数　　（件） 38,102 43,766 71,955 118,403

寄　付　額　（千円） 1,066,228 1,164,030 1,717,098 2,944,818




